
中央社会保険医療協議会 総会座席表   

日時：平成21年11月27日（金） 9：00～9：30（目途）  
会場：はあといん乃木坂 フルール（BIF）  

中央社会保険医療協議会総会（第153回） 議事次第  

平成21年11月27日－（金）   

於 はあといん乃木坂  

議 題  

○ 医療機器の保険適用について  

○ 先進医療について  

○ その他   
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1．医科  
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22100日ZX（氾96600（】  木フリス5．5   ハ■ィォメットシ▼ヤ汀ン株式会社   
22100日ZXOO！帽8000  

I52．800  

22100日ZXOO986∝氾  
￥114＿000  

－▲●；  …■…●…  

・・＝▲●  

22100¢ZXOO974000  如スSR   
￥75500  

ハ‾イオトロニりクシ▼ヤ∧‾ン株式会祖   
22100日ZX009丁5000  クロスDR   

Il．030．（X氾  

● …●   

22100BZX∞978000  CPSクーり工   012血管造】監用ガイドワイヤー（3）1註瀾血管用  ￥18．g（氾  
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先進医療専門家会議における第3項先進医療（高度医療）の科学的評価結果  

整  
理  

技術名   適応症   
先進医療  

番   医薬品情報  費用※  療養費※  
（自己負担分）   概要   

一般名：バクリタキセル  

製品名：タキソール  

（ブリストルマイヤーズ株式会社）  

胃がん腹膜播種  
バクリタキセル  （化学療法を併用  

005   腹腔内投与併用療法    しているものに限  36万4干円  
る。）  【備考】薬事法上承認されている投与  

（20匝Iにつき）   

方法は静脈内投与であるが、本技術  
では腹腔内投与を行うため、いわゆ  
る「適応外使用」に相当。  

※典型的な1症例に要する費用として申請医療機関が記載した額。  

【備考】  

O「羊2項先進医療」は、薬事法上の頼認又は適応外使用である医薬品又は医療機器の使用を伴わず、未だ保険診療の対象に至らない先進 的な医療技術。  
O「第息項先進医療（高度医射」は、薬事法上の未承認又は適応外使用である医薬品又は医療機器の使用を伴い、薬事法による申請等に繋が る科学的評価可能なデータ収集の迅速化こと 

を図るを目的とした、先進的な医療技術。  

（
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先進医療評価用紙（第1－2号）  

先進医療 の 名 称  バクリタキセル腹腔内投与併用療法  

社会的妥当性  

（社会的倫理 的問題等）  匝．倫理的問題等はない。    B．倫理的問題等がある。  
ん篠息率、有病率から勘案して、かなり普及している。  

現時点での  回・雁息率、有病率から勘案して、ある程度普及している。  
普 及 性          C．雁息率、有病率から勘案して、普及していない。  

既に保険導入されている医療技術に比較して、  

効 率 性      A．大幅に効率的。  
回．やや効率軋  
C．効率性は同程度又は劣る。  

将来の保険収  囚・将来的に保険収載を行うことが妥当。  
載の必要性  B．将来的に保険収城を行うべきでない。  

総合判定： 国・否  

コメント：  

胃舶腹膜服利に関しては、現在、標準治療法が柵立していない。  

今回申訳された先進医腑は、40症例という限られた第Ⅱ相臨床試験成績ではあ  

るが、ある程度の有効性が期待され、安全性には大きな問題を認めない。したが  

って、高度医療として本技術を実施することに関して、現時点では倫理的問題は  

ないと評価する。  

総 評  

慎重に実施し、さらに症例数を硯み重ねることによって有効性と安全性に関する  

データを蓄積することが望ましい。  

しかしながら、将来の保険収載に関しては、バクリタキセル静脈内投与成紹との  

比較において考慮すべきと考える。一般診療への適応は、コンセンサスの得られ  

た標準治療法に基づくことが原則である。  

【別添】   

「バクリタキセル腹腔内投与併用療法」の適応症  

（申請書類より抜粋）   

匪重要  

（1）年齢が20歳以上。  

（2）Performance Status（ECOG）0－2。  

（3）主要臓器の機能が十分保全されている。  

1．WBC：3000－12．000／mが  

2．Hb：≧8．Og／d1  

3．PしT：≧100．00／m’  

4．AST．ALT：≦100川ハ  

5．T．Bil：≦1．5mg／d1  

6．Cre：≦施設基準値  

（4）3ケ月以上の生存が期待される。  

（5）本試験の参加にあたり十分な説明を受けた後、十分な理解の上、患者本人の自由意志に  

よる文書同意が得られている。   

匝亘重要  

（1）肝、頸胸部リンパ節、肺、骨、脳、そのほかの遠隔への車云移を有する。  

（2）同時性、異時性の重複癌を有する。  

（3）以下の合併症を有する。  

・コントロール不良な糖尿病  

・コントロール不良な高血圧症  

・6ケ月以内の心筋梗塞の既往もしくは不安定狭心症  

・問質性肺炎、肺線維症、高度な肺気腫  

・肝硬変  

・透析を必要とする腎不全  

（4）継続して副腎皮質ステロイド製剤を内服している症例。  

（5）妊娠中または授乳中、妊娠を希望している女性。  

（6）パウリタキセル、S－1投与禁忌の症例（最新の添付文書参照）。  

（7）担当医師が不適当と判断した症例（試験に対する協力的姿勢、定期的来院など）。  



1．高度医療の概要  平成21年9月21日  

高度医療の名称：胃癌腹膜播種に対するバクリタキセル腹腔内投与  

適応症：胃癌腹膜播種  
「胃癌腹膜播種に対するバクリタキセル腹腔内投与（高度医療整理番号015）」  

の有効性・安全性にかかる評価について  
内容：（先進性）  

胃癌腹膜播種に対しては様々な治療法が試行されてきたが、十分な即idenceのある標準治療は存  
在しない。本療法は、新規抗癌剤であるパタリタキセルを腹腔内に直接投与することにより、腹膜  
播種を極めて高濃度の薬剤に長時間にわたって暴露させ、腫瘍縮小効果を上げ、QOLの改善および  
生存期間の延長を図るものである。   
バクリタキセルは腹膜播種をきたしやすい未分化型に対する奏効率が高く、経静脈投与による効  

果が報告されている。薬剤の腹水中濃度を上げ、腹膜播種に対する効果を増強させることを目的と  
して腹腔内投与が開発された。バクリタキセルは分子量が大きく、脂溶性であるため、腹腔内投与  
後にはリンパ系から媛徐に吸収され、極めて高い腹水中濃度が長時間にわたり維持される。この薬  
物動態が著明な臨床効果につながかことが期待される。また、全身に影響を及ぼさない程度の低用  
量でも有効濃度を十分超えるため、全身化学療法と安全に併用できると考えられる。実際に、欧米  
では以前から卵巣癌腹膜播種に対してバクリタキセル腹腔内投与が全身化学療法と併用されてお  
り、既に多くの臨床試験により安全性と有効性が示されている。最近の第Ⅲ相騒床試験では生存期  
間の延長が証明され、NCIの推奨レジメンに認定された。胃癌腹膜播種に対しては本邦より奏効例  
が報告されているが、臨床試験としては当科の「S－1＋バクリタキセル経静脈・腹腔内併用療法」の  
報告が世界初となるものである。   

（概要）   

根治手術が不可能と考えられる進行胃癌症例および胃癌術後の再発症例で、画像診断、審査腹腔  
鏡および腹水（または腹腔洗浄）細胞診により、腹膜播種または遊離癌細胞が確認された症例を対  
象とする。バクリタキセル20mg血2を生理食塩水に溶解し、腹腔ポートより反復投与する。全身化  
学療法として、S・1とパタリタキセル経静脈投与を併用する。   

本療法は、肺癌の進行が確認されるか、有害事射こより継続困難となるか、または、治療が奏効  
して腹膜播種や腹腔内遊離癌細胞が消失するまで反復する。明らかな非治癒因子が消失し、肉眼的  
根治が可能と考えられた場合には手術を考慮する。   

本嫉法の評価は、肉眼的腹膜珊柾を伴う症例（Pl）と、肉眼的腹膜播椰がなく腹水細胞診が陽性の  
症例伊OCYl）に分けて行う。主要評価項目は1年全生存率，副次的評価項目は癌性腹水に対する効  
果（CTによる腹水肌の評価，ポートを用いた脱水細胞診）、奏効率侃ECIST）および安全性とする。   

（効果）   

腹膜播種を伴う胃癌を対象とした第Ⅱ相臨床試験では、1年全生存率78％、奏効率56％であり、  
腹水腿の減少を 62％、腹水細胞診の陰性化を 86％に認めた（Ann Oncot 2009；doi：  
10．1093／annonc血dp260）。また、腹膜播種による腸管狭窄の改善を83％、水腎症の改善を67％に  
囲めた。腹膜播種を伴う胃癌症例に対して、バクリタキセル腹腔内投与を全身化学療法と併用する  
ことにより、腫瘍禰小によるQOLの改善や生存期間の延長につながることが期待される。   

（高度医療に係る費用）  

費用は投与1回当たり18，210円であり、投与回数は患者の騒床経過により異なる。平均的な投与回  
数は20回であり、この場合は患者一人あたり364，200円となる。  

高度医療評価会議  

座長 猿田 孝男   

東京大学医学部附属病院から申請のあった下記新規技術について、本会議で  

安全性・有効性について検討を行い、その結果を別紙のとおりとりまとめたの  

で報告いたします。  

記   

1．胃癌腹膜怖郁に対するパタリタキセル腹腔内投与（高度医療整理番号015）  

申請（調整）医療機関：東京大学医学部付属病院  

協力医療機関：な し  

L増   



2．高度医凍評価会議における審議概要   

1）第1回審議  

①開催日時：平成21年6月19日（金）13：00～15：00  

（第9回 高度医療評価会議）  

（∋議事概要   

平成21年4月27日付けで東京大学医学部附属病院から申請のあった新規高  

度医療技術（対象疾患：胃癌腹膜播種）について、申請者からの申請書を基に、  

安全性・有効性等に関する評価が行われた。   
その結果、当該技術を条件付き満とし、本会議より指摘された条件が適切に  

反映されたことが確認されれば、了承とし、先進医療専門家会誌に報告するこ  
ととした。  

○ その他、前述の臨床研究実施計画内容の変更に伴い、説明同意文書の修正  

を行うこと。  

（会議終了後の指摘事項）  

○ 試験計画について、腹膜播種陽性群と腹水細胞診陽性群の2群で試験を実  

施しているが、腹水細胞診陽性群（POCYl群）については3年生存率も評価の対象  

とすべきであること。   

○ 腹膜播種陽性群の目標症例数の計算については、生物統計学の専門家への  
相談が推奨されること。  
（既に相談のうえでの症例数設定である場合は、その旨報告すること。〉  

（事前評価と本会談におけるコメント）   

【臨床研究実施計画】  
○ パクリタキセル及びシスプラチンの静脈投与との併用については、第1相  

試牧相当の臨床試験および安全性確認試験で投与揖が定まっていないと考えら  
れるため腹腔内バクリタキセル投与に併用する全身化学療法は、Sl内服及び  

バクリタキセル静脈投与との併用療法に限定すること。   

○ 対象とする症例群について、予後の大きく異なる群が混在している。ユ）腹  

膜捕朝が明らかな切除不能進行胃癌症例と、治班効果が期待できる2）単なる  

腹水緋胞洗浄診陽性症例とに分け、それぞれについて別々にエンドポイントと  
予定症例数を設定し、検証するべき。   

○ 上記試験計画の見直しに伴い、「11．モニタリング体制及び実施方法」、「13．  

試験に係る記録の取り扱い及び管理・保存方法」及び高度医船中詑様式第5号  

についても、再検討を行うこと。  

3．高度医療評価会議における書議を踏まえた第1回審議時からの申請書及び  

被験者への同意説明文書などの主な変更内容   

○別紙申請垂新旧対照表を参照。  

4．高度医療評価会議での検討結果   

東京大学医学部附属病院からの新規技術（胃癌腹膜播種に対するバクリタキ  

セル腹腔内投与）に関して、高度医療評価会議は、・主として有効性・安全性等  

にかかる観点から以上の通り論点整理を進め、それらの結果を申請書及び患者  
への同意説明文書に適切に反映させ、その内容については全納成員が確認を行  
った。その上で、本会議は当該新規技術の申請内容が高度医療として妥当であ  
ると判断した。   

【説明同意文書】  
○ 治療に要する保険外費用について、1回分の費用のみでなく、通常必要な  

投与回数と、その合計金額を記載すること。   

○ 問い合わせ、苦情等の窓口、連絡先について、担当医師の内線番号のみで  
なく、常時受け手のいる事務局的窓口についても設置する方が良い。   
担当医師が事務局的窓口としての機能を担う場合は、その旨を記載すること。  

もしくは、事務局的窓口を設置すること。また、患者相談等の対応が整備され  
ているかについても記職すること（例えば、12．の表題に、患者相談を追加す  

るなど）。  
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先進医療に係る取扱いについて  
【胃癌腹膜播種に対するバクリタキセル腹腔内投与】申請書新旧対照表  

修正項目   鯵正前   修正後   

4濃式第2号1．申  （実施者）   申碑者より以下の紀戴への文王希望有り．  

洒匡正亜開  5名を紀戴．   （実施者）  

1名を追加し、全6名をた戴．  

躊式第ユキ8，4．  特に高度医療評価会雄で指摘事項は特に如かった．   申請書より以下の記載への変更希望有畑   
た戴内容の趣旨は変更されていないが、文面が修正きれた。   

腹腔内／くクリタキセル投与に併用する全身化学療法として、Sl内服◆バクリ  
様式算3号且＿漁   タキセル静脈投与と／くクリタキセル及びシスプラチンの静脈投与とが提出さ  全身化学療法として、TS†内服＋バクリタキセル静鮪投与との併用療法に駿足され  
虚虻凪  れていた，   た．  

様式第才号ヱ．．五   対魚患者について、予後の分かれる下記2tlに分lナてそれぞれに対して検討する  
計袖に♯正された 

書式峻針甑について、対■とする症例紺こ、予後の大きくよなる群が混在して  
いる．  1）内層的な醜膿】暮ヰを伴う症例（Pり  

2）内職的な慎膿汁檀がなく腹水（または膿腔洗浄）細胞鯵が陽性の鍾例㌍OCYl〉   

慎膿】l檀陽性鱗（P一群）と農水細胞怜腸性群（印CYI畔）の2騨で試はを実施  
しているが、いザ九‡．11E牛存止のA往仕射■′l．ているこ♪．   有効性辞価項目が下だのごとく♯正された．  
主事評価項目は1年全生存串．暮l次的騨価項日は癌性れ水に対する効果  王事鮮価項目：一年全生存率  
（CTによる止水且の坪価．ポートを用いた嵐水細胞鯵）、豪効率（RECIST〉お  ll次的絆価額目：Pl虚例 癌性腹水に対する効果、婁効率、安全性  
よび安全性とする．   POCYl症例3年全生存ヰ、癌性れ水に対する効果、奏効ヰ、安  

株式祇3号7．                        評価は、内職的れ耽れHlを伴う虎例（Pt）と、肉眼的旗よIl檀がなく農水（ま  全性  
たは慣性洗浄）細胞鯵が陽性の鍾例貯OCYりに分けて行う。  【有効性の伊価】  
【有効性の絆価】   生存期間は治療間旭日より死亡確抜目までの期間とし、k叫洲一帖i●r法によりl  
生存期間は治療明地8より死亡疎抜日までの期間とし、K叩l暮nJutior法に  
よ卯年、2年時点での生存率、およぴ、生存湘冊の中央値を算出する．   

各蛛における予定虚例数を．生鞠紋箭学的手法に基づき再設定された．  
予定拭職期間：2【l09年lO月から2013年9月まで  

綿式瓢8卑7－  各耶lこ対する目楕鍾鋼勤の朴キについて、生物統計学の書11贅に相談のう えで虚例数を何奴定すること 

2．  ．  

予定虚例数：60伊l（P†30例、POCYt30例）  その餞欄の一つであるS－】皐刑血沈の一年全生存率781（CCOG030t虞∪血てEurJ  
Sl叩0∩¢OL2∝）9Mlr28）あ間鶴とした．   

概要について1の捧正及び2の追記があった。  
1）全身化学ぬ法として．S－1と′モクリタキセル陪紳栴投与を併用する．  

欄式儀5号  拭臓計画の変異に伴い以下の文士が豪質された． 全身欄闇として、S－I＋バクリタキセル蛙椚腑投与または／くクリタキセル十シ  
スプラテン総帥腐投与を併用する．  水細胞診が疇性の鑓例伽CYt）に分けて行う．主筆緋価項引まl年全生存中．1l  

次的評価項6は癌性離水に対する効果（CTによる♯水足の鮮価．ポートを用いた  
農水相触診）、奏効牢（旺CIST）および安全性とする．   

挽明岡t文暮に   
ついて  

指摘率項1．  治療に要する保険外責用について、通常必罫な授与国数と、モの合計金鋼  扶明同量文書内6ページの6，において、平均的な投与回数とその川合の合計賛   い 
が明配されてなかったこと．   用が紀赦された．   

指蜂事項2．  問い合わせ、苦情欝の窓口、道場先について、担当医蛸の内丑番号のみで  規明同意文暮内8ページの12．において．奔騰匹臥鼠峡計画の寧精局、夜間対   なく 
．鶉時賢け手のいる寧精局的窓口についても股tする方が良いこと．  応、患者縮払窓口のそれぞれの遽絡先が明記きれた．   

指摘事項3．  その他、前述の臨床研究実施計画内奪の蜜優に伴い」晩明同意文■の♯ 正を行うこと．  説明同意文暮内ヰページの2．において、中綿暮の様式★a号6．の鯵正に基づ き、丁引内層◆／くクリタキセル椚♯投与によ与全身化肇療法を、併用する方法の悦 明に修正された 
．   

評価纏当偶成1からの縫控事項  
高度置ホで実施   r高度医療において兼2柏樗当の臨床紬を実施すること、これまでの実施   
左妃の通りであるとの回答を得た．  する臨床試験の  された相症例の結果を更に検圧すること、特にPOCY一群での有効性を推定   
目的について  すること」であるとの逢鮮に相1ないか？  



高度医療に係る取扱いについて   



・・lト 靡か  

第35回社会保障審議会医療保険部会  平成21年11月25日   

平成22年度診療報酬改定の基本方針（案）  このため、「患者から見て分かりやすく納待でき、安心t安全で、生活の   

質にも配慮した医療を実現する視点」を今回の診療報酬改定の視点の一つと   

して位置付けるべきである。  

○ また、患者の視点に立った場合、質の高い医療をより効率的に受けられる   

ようにすることも求められるが、これを実現するためには、医療だけでなく、   

介護も含めた機能分化と連携を推進していくことが必要である。  

このため、「医療と介笹の機能分化と連携の推進等を通じて、寛が高く効   

率的な医療を実現する視点」を今回の診療報酬改定の視点の一つとして位置   

付けるべきである。  

○ 次に、医療を支える財源を考えた場合、医療費は公費や保険料を主な財源   

としており、国民の負担の軽減の観点から、効率化の余地があると思われる   

領域については、その適正化を図ることが求められる。  

このため、「効率化の余地があると思われる領域を適正化する視点」を今   

回の診療報酬改定の視点の一つとして位置付けるべきである。  

Ⅰ 平成22年度診療報酬改定に係る基本的考え方  

1．基本認識一重点課題等   

○ 医療は、国民の安心の基盤であり、国民一人一人が必要とする医療を適切   

に受けられる環境を整備するため、不断の取組が求められるところである。  

○ 前回の診療報酬改定においても、医師不足などの課題が指摘される中で所   

要の改定が行われたところであるが、これらの課題は必ずしも解消しておら   

ず、我が国の医療は、危機的な状況に置かれている。  

○ このような状況に対しては、医療費全体の底上げを行うことにより対応す   

べきであるとの意見があった一方で、賃金の低下や失業率の上昇など、国民   

生活も厳しい状況に置かれており、また、保険財政も極めて厳しい状況にあ   

る中で、 

費の配分の大幅な見直しを行うことにより対応すべきとの意見があった。  

○ このような談論を踏まえた上で、平成22年度診療報酬改定においては、   

「救急、産科、小児、外科等の医療の再建」及び「鼻院勤務医の負担の軽率   

」医療従事者の増員に努める医療機関への支援）」を改定の重点課題として   

取り組むべきである。  

○ また、その際には、地域特性への配慮や使途の特定といった補助金の役割   

との分担を十分に踏まえるべきである。  

Ⅱ 平成22年度診療報酬改定の基本方針（2つの重点課題と4つの視点から）  

1．重点課穎  

（1）救急、産科、小児、外科等の医療の再建   

○ 我が国の医療が置かれている危機的な状況を解消し、国民に安心感を与え  

る医療を実現していくためには、それぞれの地域で関係者が十分に連携を図  

りつつ、救急、産科、小児、外科等の医療を適切に提供できる体制をさらに  

充実させていくことが必要である。   

○ このため、地域連携による救急患者の受入の推進や、小児や妊産婦を含め  

た救急患者を受け入れる医療機関に対する評価、新生児等の救急搬送を担う  

医師の活動の評価や、急性期後の受け皿としての有床診療所も含めた後方病  

床・在宅療養の機能強化、手術の適正評価などについて検討するべきである。  

ヒ．   

2．改定の視点   

O 「救急、産科、小児、外科等の医療の再建」、「病院勤務医の負担の軽減（医   

療従事者の増員に努める医療機関への支援）」といった重点課題以外にも、   

がん対策や認知症対策など、国民の安心・安全を確保していく観点から充実   

が求められている領域も存在している。  

このため、「充実が求めら輝く視尽」を今回の   

診療報酬改定の視点の一つとして位置付けるべきである。   

○ 一方、医療は、これを提供する側と受ける側との協働作業であり、患者が   

必要な情報に基づき納得した上で医療．に参加していける環境を整えること   

や、安全であるこ 

の心身の状態にあった医療を受けられるようにすることが求められる。  

卿（医療従事者の増員に努める医療機関への支援）   

○ また、救急ミ産科、小児、外科等の医療を適切に提供できる体制を充実さ   

せていくためにも、これらの医療の中心的役割を担う病院勤務医の負抱の軽   

減を図ることが必要であり、そのためには、これらの医療を担う医療機関の  

従事者の確保や増員を図ることが求められる。  



0 
師等医師以外の医療職が担う役割の評価や、看護補助者等医療職以外の職員   

が担う役割の評価などについて検討するとともに、医療クラークの配置の促   

進など、医師の業務そのものを減少させる取組に対する評価などについて検   

討するべきである。  

○ また、有床診療所を含めた地域の医療機関や医療・介護関係職種が、連携   

しつつ、それぞれの役割を適切に果たしていくことが、病院勤務医の負担の   

軽減につながると考えられることから、この点を踏まえた診療報酬上の評価   

について検討するべきである。  

（3）医療と介護の機能分化と連携の推進等を通じて、質が高く効率的な医療を実   

現する視点   

○ 患者一人一人の心身の状態にあった質の高いサービスをより効率的に受け  

られるようにするためには、医療と介護の機能分化と連携を推進していくこ  

となどが必要であり、医療機関・介護事業所間の連携や医療職種・介護職種   

間の連携などを推進していくことが必要である。   

○ このため、質が高く効率的な急性期入院医療や回復期リハビリテーション   

等の推進や、在宅医療や訪問着誰、在宅歯科医療の推進など、医療と介護の   

機能分化と連携などに対する適切な評価について検討するべきである。   

○ その際には、医療職種はもちろんのこと、介護関係者をも含めた多職種間   

の連携などに対する適切な評価についても検討するべきである。  

2．4つの視点  

（1）ヲ柳刑而してし、く視点   

○ 国民の安心・安全を確保していくためには、我が国の医療の中で充実が求  

められている領域については、診療報酬においても適切に評価していくこと  

が求められる。   

○ このため、がん医療の推進や認知症医療の推進、新型インフルエンザや結  

核等の感染症対策の推進や肝炎対策の推進、質の高い精神科入院医療の推進  

や歯科医痴の充実などに対する適切な評価について検討するべきである。   

○ 一方、手術以外の医療技術の適正評価についても検討するとともに、新し   

い医療技術や医薬品等については、イノベーションの適切な評価について検  

討するべきである。  

（4）御する視点   
○ 医療狸は公費や保険料を主な財源としており、国民の負担を軽減する観点  

から、効率化の余地があると思われる領域については、その適正化を図るこ  

とが求められる。   

○ このため、後発医薬品の使用促進や、市場実勢価格等を踏まえた、医薬品・  

医療材料・検査の適正評価などについて検討するべきである。  

Ⅲ 後期高齢者医療の診療報酬について  

0 75歳以上の方のみに適用される診療報酬については、高齢者の心身の特   

性等にふさわしい医療を提供するという趣旨・目的から設けられたものであ   

るが、行政の周知不足もあり、高齢者をはじめ国民の方々の理解を得られな   

かったところであり、また、中央社会保疲医療協議会が行った調査によれば、   

必ずしも活用が進んでいない実態等も明らかになったところである。  

○ このため、75歳以上という年齢に着目した診療報酬体系については、後   

期高齢者医療制度本体の見直しに先行して廃止することとするが、このよう   

な診療報酬が設けられた趣旨・目的にも配慮しつつ、具体的な報酬設定を検   

討することとするべきである。   

（2）躯安全で、生活の質lこも配慮した  

厚療を実現する視点   

○ 医療は、これを提供する側と受ける側との協働作業であり、患者の視点に  

立った場合、分かりやすくて納得でき、安心・安全で、生活の質にも配慮し  

た医療を実現することが求められる。   

○ このため、医療の透明化や、診療報酬を患者等に分かりやすいものとする  

ことなどを検討するほか、医療安全対策の推進や、患者一人一人の心身の特  

性や生活の質に配慮した医療の実現、疾病の重症化予防などに対する適切な  

評価について検討するべきである。  



Ⅳ 終わりに  

○ 中央社会保険医療協議会におかれては、本基本方針の趣旨を十分に踏まえ   

た上で、国民、患者の医療ニーズに即した具体的な診療報酬の改定案の審議   

を進められることを希望する。   




